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名古屋港管理組合パブリック・コメント手続実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、パブリック・コメント手続の制度を設けることで、名古屋港管理組合（以

下｢管理組合｣という。）の行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、｢パブリック・コメント手続｣とは、実施機関（管理者及び監査委

員をいう。以下同じ。）が、管理組合の行政上重要な施策又は事業の方針等を定める計画等

の立案をする際に、その案の内容を公表し、広く意見等を求め、寄せられた意見等に対する

考えを明らかにするとともに、当該提出意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。 

 

（対象） 

第３条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるものとする。 

(１) 管理組合の重要な施策及び事業の方針等を定める計画、指針等の策定又は改廃 

(２） 広く義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 

(３) 前２号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続が必要であると実施機関が認

めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、実施機関はパブリック・

コメント手続を適用しないことができる。 

(１) 意見聴取の手続が法令その他特別の定めにあり、重複してパブリック・コメント手続

をとる必要のない場合 

(２) 分担金、使用料及び手数料の徴収に関する場合 

(３)  迅速又は緊急を要する場合 

(４)  軽微な変更と認められる場合 

(５)  裁量の余地がない場合 

 

（案及び資料の公表） 

第４条 実施機関は、前条第１項各号のいずれかに該当することにより、パブリック・コメン

ト手続の対象となるもの（以下｢計画等｣という。）の策定等を行おうとするときは、そのふ

さわしい時期に、当該計画等の案を公表して意見等を募集するものとする。 

２ 前項の公表の際には、次に掲げる事項を明確にするものとする。 

 (１) 当該計画等の案の名称 

 (２) 当該計画等の案を作成した趣旨及び目的 

 (３) 当該計画等の案に対する意見等の提出期間及び提出方法 

 (４) 意見等の提出先及び問合せ先 

３ 第１項の規定による公表の際には、併せて当該計画等の案の理解を助ける資料を公表する

よう努めるものとする。 
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４ 計画等の案の公表の方法は、次によるものとする。 

(１) 管理組合のホームページへの掲載 

(２) 管理組合本庁舎の名古屋港情報センター（以下「情報センター」という。）及び当該計

画等の担当部署での閲覧又は配布 

(３) その他担当部署が必要と認める方法 

 

（意見等の提出） 

第５条 パブリック・コメント手続に係る事案に関心を有するものは、誰でも意見等の提出が

できる。 

２ 第４条第２項第３号の｢意見等の提出期間｣は、原則３０日以上とする。ただし、やむを得

ず３０日以上の期間を確保できない場合は、その理由を明らかにするものとする。 

３ 意見等の提出方法は、持参、郵便、ファクシミリ及び電子メールにより行うものとする。 

４ 意見書には、原則として住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び

代表者の氏名）の記載を求めるものとする。収集した個人情報については、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び個人情報の保護に関する法律施行条例（令和

５年名古屋港管理組合条例第２号）の規定に従って適切に取り扱うものとする。 

 

（意見等の処理及び公表） 

第６条 実施機関は、提出された意見等の概要及びそれに対する考え方を公表するものとする。

ただし、意見等を公表することが、第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認める

ときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。 

２ 提出された意見等のうち、類似の意見等については、それに対する考え方をまとめて公表

することができる。 

３ 意見等を提出したものに対する個別の回答は行わない。 

４ 第４条第４項の規定は、第１項の規定による公表について準用する。 

 

（計画等の策定等） 

第７条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等の策定等を行うものとする。 

 

（実施状況の公表） 

第８条 実施機関は、パブリック・コメント手続の実施状況を毎年度取りまとめ、その概要を

管理組合のホームページに掲載するとともに情報センターにおいて公表するものとする。 

 

（委任） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に総務部長が定める。 

 

附 則 

（施行日） 
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１ この要綱は、平成１８年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この要綱は、施行日以降に策定する計画等について適用する。ただし、施行日において、

現に策定過程にあり、パブリック・コメント手続を実施することにより、計画等の策定が困

難になる場合は、この要綱の規定は適用しない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


